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第３回京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会議事録 

平成２０年６月１８日（水）１３：３０～１５：３０ 

 

 

【事務局】 それでは，予定の時刻となりましたので，ただいまから第３回京都市同和行

政終結後の行政の在り方総点検委員会を開催させていただきます。 

 委員の皆様方には，大変お忙しい中，ご出席賜りまして誠にありがとうござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 なお，この委員会の会議は公開としており，今回につきましても傍聴席を設け

るとともに報道関係者の方々の席も設けさせていただいておりますが，テレビカ

メラ等での撮影につきましては定点で撮影していただくなど，円滑な議事運営の

ためご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 また，第１回会議で委員会として関係団体等から意見書の提出を求めることと

されていましたが，この５月末で５つの団体から意見書の提出をいただいている

ところでございます。委員の皆様にはあらかじめお配りし，審議のご参考として

いただいておりますが，京都市のホームページにも公開しているところでござい

ます。意見書の本体部分につきましては，本日もお手元にお配りしておりますの

で，よろしくお願いいたします。また，追加提出された資料につきましても，委

員の皆様には一人一人配付しておりますが，念のため本日もお配りいたしており

ます。 

 本日は，先般開催されました法的課題整理等研究会のご審議を踏まえ，自立促

進援助金の見直しに係るご議論をお願いしております。 

 それでは，議事進行につきまして，新川委員長にお願いしたいと思います。そ

れでは，委員長，よろしくお願いいたします。 

【新川】 それでは，第３回になりますが，京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検

委員会，議事のほうを進めさせていただきたいと思います。 

 お手元，あらかじめ配付をさせていただいております次第に従いまして，本日

は自立促進援助金制度についてご議論をいただければというふうに思っておりま

す。 

 議事に入ります前に，クールビズというのでしょうか，環境問題も今度の洞爺
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湖サミットの大きなテーマになりそうであります。当委員会でもその趣旨には沿

いたいというふうに考えてございますので，どうぞ上着等はとっていただいて，

といいましても私のほうが先にとってしまっているので何とも言いようがないの

ですが，どうぞ適切な軽装で，よろしくお願いをいたしたいというふうに思いま

す。 

 それでは，早速でございますけれども，第１回の自立促進援助金制度の見直し

に関係いたしまして，先日，お認めをいただきました法的課題整理等研究会を開

催させていただきました。まずは，そのご報告を申し上げ，ご議論をいただくと

いうところから始めてまいりたいというふうに思います。 

 第１回の自立促進援助金制度の見直しに係る法的課題整理等研究会でございま

すけれども，これは本総点検委員会のご審議をいただきまして，実際にこの自立

促進援助金制度をどういうふうに見直していったらいいのかということについて

のこれまでの経緯等々を検討し，今回，その検討結果をまずはご報告申し上げた

いということでございます。 

 この研究会でのご検討の中で，やはりまず大きく問題になりましたのは，実は

京都市の同和奨学金のこれまでの運用，それから自立促進援助金制度がそもそも

つくられてきた経緯，そして，それが今日まで運用をされてきた一連のこれまで

の実情，そういうものをきちんと踏まえた上でないとこの問題の本質に迫れない

のではないか，こういうご意見が強うございまして，この点，そもそも制度創設

の時点にまで遡って，そして問題点をもう一度洗い直し，その上でそれを見極め

ながら法的な論点についても整理をしていかなければならないという，これが研

究会での基本的な考え方でございました。 

 そこで，そういう趣旨を踏まえまして，事務局のほうにもこの一連の経緯につ

いての整理をお願いし，また本日，自立促進援助金制度の見直しの在り方につい

てご議論をいただく前に，まずはこの制度のおさらいをした上で，一連の経緯を

委員の皆様方にもご理解をいただいた上で検討を進めてまいりたい，そんなふう

に思っておりますのでよろしくお願いをいたしたいというふうに思います。 

 そこで，早速，第１回の研究会の課題になりましたこれまでの経過等々につき

まして，事務局のほうからご説明をいただければというふうに思います。よろし

くお願いをいたします。 
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【事務局】 座らせていただきましてご説明させていただきます。まず，経過をご説明い

たします前に，制度の概要について簡単にご説明させていただきます。 

 自立促進援助金制度とは，同和奨学金を貸与された方が，それを卒業後２０年

間にわたって返還していく際に，京都市から自立促進援助金の支給を受けて当該

奨学金の返還に充てる制度でございます。制度の運用当初，昭和５９年度から奨

学金貸与者に対し一律支給としてまいりましたが，平成１６年３月に自立促進援

助金支給要綱を改正し，平成１６年度以降に貸与した奨学金につきましては支給

判定基準を設け，基準を上回る者には援助金を支給せず，奨学金の返還を受ける

ように制度の見直しを行いました。改正内容につきましては，後ほど説明いたし

ます。 

 さて，経過でございますけれども，資料１の「自立促進援助金制度の経過につ

いて」という表を見ていただきたいと思います。表中，一番左の欄が京都市の動

き，真ん中の欄が国の動き，右の欄が当時の所得，教育等の状況を掲載しており

ます。制度内容の変遷に入ります前に，国の欄でございますけども，昭和４０年，

同和対策審議会答申，昭和４４年，同和対策特別措置法とありますように，そも

そも同和奨学金の貸与につきましては，単なる金銭の貸し借り，物質的な概念だ

けではなくて，同和問題の解決にとって重要課題である教育の機会均等を保障す

るためのものであります。 

 このため，本市では，昭和３６年から本市独自に奨学金の給付を開始しており

ます。このことにより教育の機会均等，就労の機会均等の保障は言うまでもなく，

地区住民の社会的・経済的・文化的生活の向上に果たす役割は大きいものがあり

ました。 

 国におきましては，昭和４１年から高校生分，昭和４９年から大学生分の奨学

金を補助対象とする制度を創設いたしました。その後，表中，真ん中ぐらいです

が，昭和５７年に給付制から貸与制へと制度を変更されました。この時期に京都

市といたしましては，奨学金制度の後退は教育の機会均等等の阻害につながると

いうことなどの判断から，昭和５９年３月に自立促進援助金制度を創設いたしま

して，同年４月から運用を開始し，今日に至っております。 

 当時の状況でございますが，資料２のほうをご覧いただきたいと思いますが，

特に１ページ目，１の（４）でございますが，本市では国補助金を受け入れるた
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め，制度上，貸与制度とせざるを得なかったが，就学に必要な学資を援助し，中

略しますが，奨学金制度の意義と役割を損なうことがないよう，国制度による返

還免除と市独自の援護措置を併用して，従来の奨学金給付制度から後退させない

ようにしました。そして，このことを文書で明文化して，当時の貸与者等に説明

をしております。 

 ここで，また１のほうへ戻っていただければと思いますが，資料１の１ページ

目でございます。 

 当時の状況でございます。右の欄ですけども，自立促進援助金創設当時の状況

ということで，まず教育の状況でございますが，昭和５７年３月の高校進学率を

表していますが，全市で９２％，同和地区で８５％というぐあいに差がございま

した。その下の所得の状況におきましても，若干の時期のずれはございますが，

生活保護受給率を見ますと全市で１.４％，同和地区では１７.１％と大幅な差が

ございます。 

 また，昭和５８年当時，同和地区においては国の奨学金の返還免除基準以下で

あった世帯が８７％に達しておりました。これらの教育や所得の状況を総合的に

判断し，奨学金の実質給付を維持するものとして自立促進援助金を創設したもの

でございます。 

 次に，資料１の２ページをご覧ください。 

 まず，一番右端の状況の欄でございますが，平成８年当時，奨学金制度の見直

しのほうですけども，当時の地域改善対策協議会の意見具申において，画一的・

一律的な制度運用については自立の妨げになる等の指摘・課題があったことから，

平成７年から９年にかけて奨学金貸与の所得基準を見直してまいりました。また，

平成１０年度におきましては，小学校入学支度金を廃止するなど，順次これらの

制度については見直しを行っております。 

 次に，平成１３年度末，いわゆる地対財特法の期限に向けての当時の状況でご

ざいますが，所得等の状況におきましては，先ほどと一緒ですが，生活保護受給

率，京都市全体で３.１％に対し，同和地区につきましては１７.９％となってお

ります。②のほうですけども，同和地区の有業者数につきましも４２.６％という

ことで，全市と比較して約１２％の差がございました。 

 その下の欄ですが，教育の状況でございます。①中学卒業の進路状況につきま
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しては，第一志望とされてない私立高校への進学が多いということが１点。②高

校進学後の非卒業率につきまして，１４年３月時点で全市的に７.９％，同和地区

が１９.７％ということで，同和地区の中退率が高いことがうかがえます。 

 ３ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 右の欄ですが，③大学進学率においても，箱の一番下ですけども，１３年３月

時点で全市が６０.３％，同和地区が４６.２％ということで，かなりの差がござ

いました。 

 これらの状況から奨学金につきましては，当時，段階的に貸与金額を引き下げ

る制度内容の見直しを行った上で，平成１４年度から１８年度までの５年間を経

過措置として設けました。具体的な貸与額の例でいきますと，私立高校であれば

１３年度時点では９万円以内となっていたものを，１８年度では１万５,０００円

以内というぐあいに順次金額を減らしていっております。 

 この際，奨学金と一体的に運用してまいりました自立促進援助金につきまして

も，貸与者の将来的な不安を解消し，教育の機会均等を図ることなどから，平成

１４年度以降も継続することといたしました。 

 最後に，１６年３月の自立促進援助金支給要綱の改正についてでございます。

資料２のほうの７ページをご覧いただきたいと思います。 

 イの援助金制度の見直しについてでございますが，本市は同和奨学金と自立促

進援助金を一体のものとして運用してまいりましたが，平成１５年５月に出され

ました監査委員の要望や今日的な視点を踏まえ，平成１６年３月１２日，自立促

進援助金支給要綱を改正いたしました。改正の内容につきましては，箱書きをご

覧ください。 

 １，平成１６年度以降に貸与する同和奨学金の返還については，新たに援助金

の支給判定基準を設けました。所得が判定基準を上回る方には援助金を支給せず，

奨学金を直接返還していただくことにいたしました。 

 ２ですが，平成１５年度以前に貸与した奨学金の返還につきましては，一律支

給することを要綱に定めております。一律支給することにいたしました理由につ

きましては，奨学金貸与者に対する京都市の説明，すなわち奨学金は実質給付で

あると，返還の必要がない等の説明を当時貸与者に行っていることから，貸与者

がそもそも貸与を受けたという認識を持っているかどうか，まず疑問がございま
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す。仮に貸与者に奨学金自体が貸与という認識があったにせよ，返還に対する援

助金が支給されると考えておられたということは十分に推測できます。 

 また，８ページのｂの欄でございます。 

 これらの説明を受けた貸与者につきましては，奨学金の返還事務につきまして

は，返還初年度に自立促進援助金の支給申請書を提出することによって２０年間

の返還手続は全て終了したものと大半の方が認識されておられます。 

 最後，ｃでございますが，これらの理由以外に，奨学金の返還を請求するため

奨学金貸与者に連絡をとることが本人の社会的立場や家庭状況などに深刻な影響

を与えかねないとの判断が当時ございました。これが平成１６年３月時点での要

綱改正時の考え方でございます。 

 経過につきましての説明は，以上でございます。 

【新川】 どうもありがとうございました。 

 ただいま，これまでの自立促進援助金制度がどういう制度であるのかというこ

と，それから，一連の奨学金制度のそもそもの発足時点から今日に至るまでの経

過についてご説明をいただきました。 

 ポイントは幾つかあろうかと思いますけれども，やはり１つ，もともとこの制

度が，国の制度が始まる以前に京都市として同和就学奨励資金の給付という制度，

給付制度ですから差し上げる制度としてそもそも出発をしたということ。そして，

それに対して国が補助制度をその後，始められたということがございました。そ

して，さらには国として国庫補助を拡大する中で，同和対策を進めてこられたと

いうことがございました。 

 しかし，２つ目の大きなポイントは，昭和５７年の同和対策特別措置法の期限

が来た後の，地域改善対策特別措置法に変わった段階での国のほうの制度の大き

な変更があったという点であり，従来の給付の制度から貸付の制度に国のほうが

変わった。返還をしてもらうということが大前提になったということで，しかし

ながら，京都市では，国の制度に従って貸与制度にはするけれども，地域の実情

というのを考えて，実質的に従来からの給付の制度を維持するということで条例

の制定，それから援助金の制度の運用を進めてこられた。これが大きな節目であ

ったのではないかというふうに考えております。 

 そこでは，当然，支給対象ということを，特に奨学金の返還等々が実質できな
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いような，そういう方について援助金支給をする，実質給付の形にするというこ

とを一方では言ってきたわけでありますけれども，具体的にそうした基準は設け

ず一律に援助金の支給，お貸しした資金に対する返還に相当する部分を差し上げ

てきたという経緯があるということであります。 

 こうした状況は，その後，地対財特法が延長され，また改正をされる中でも続

けて維持をされてきたわけですし，その間も徐々に効果は出ているわけですが，

相変わらず市全体とのいわば格差の実態というのは残っていたということがござ

いました。 

 ２つ目の大きな転機は，やはり地対財特法のいよいよ失効の時期，平成１３年

でございますが，この失効の時期に当たりまして，ここで国のほうは補助金の制

度というのを廃止する。もちろん平成１３年度末の在学生についての経過措置は

残るわけでありますけれども，ここで国は一旦制度を廃止されるということにな

りました。 

 しかし，京都市としては，こうした国の廃止を受けまして，市の単独事業とし

て奨励金制度をさらに５年間，経過措置を設けて続ける，こういう平成１３年度

でのご決定をされたということでもございました。この平成１３年の見直しとい

うのが京都市として妥当だったかどうかということも問題になろうかと思います

が，同時に，この時期にも相変わらず進学上の格差等々が明確に残っていたとい

うこともございました。こういうことを背景にして，今日の制度の運用上の諸問

題というのが残ってしまったということでございました。 

 一応，大きな流れは以上のようなことかと考えておりますけれども，ただいま

の説明に関しまして，ご質問やご意見などがございましたらいただければという

ふうに思います。従来，どういうふうな制度として運用をされ，そしてそれが維

持をされてきたのか，国の制度の改革，改正にもかかわらず，京都市としては実

質制度創設当初，昭和３０年代の話ではございますけれども，それをこれまでし

っかりやってきた。もちろん現時点では大きく改正をされているそのものも，い

よいよ終結に至っているわけでありますけれども，この間の京都市としての処理

の仕方ということについて，今，改めて判断が迫られているということでもござ

います。この間の経過等々につきまして，あるいは制度そのものの内容につきま

して，ご質問などがございましたらいただいていければというふうに思いますが，
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いかがでございましょうか。 

 どうぞ。 

【山本】 単純な質問なんですけれども，国のほうなんですが，昭和４１年のところに補

助制度開始と書いています。国庫補助制度，昭和４１年。それで，京都のほうは

給付負担，要するに国のほうの補助制度というのも，これは給付ということです

か，中身は。給付負担，言葉は違うけど，給付と判断して。 

 それから，もう１つ，５７年に，国のほうですけれども，補助制度の対象を給

付から貸与制度に変更というふうにありますが，貸与制度の中身というのは，例

えば他に当時，日本育英会とか自治体の育英会がありましたね。私ももらったほ

うなんですけど，そういうものを返還していくときの様々な条件みたいなのがあ

ったと思うんですけれども，この返還するときのルールというのはどんなものだ

ったんですか。日本育英会とか，その辺と同じような感じなんですか。それとも，

もっと違ったルールで返還していたんですか。 

【新川】 じゃ，事務局，よろしくお願いします。 

【事務局】 この後の制度変更ですね，制度については育英会の基準に準ずるという形を

とっています。 

【新川】 どうぞ，長谷川委員さん。 

【長谷川】 ちょっと質問になるか確認になるかですけども，歴史的な流れは非常によく

わかったんですけども，先ほど所得と教育の状況，ポイントだけご説明を頂戴し

ましたけども，その当時，例えば資料の１ページの教育の状況ですね。５７年３

月当時の全市と同和地区との比較をされましたけども，今やからこういうことが

言えるのか，その当時にそういうふうな認識をお持ちであったのか。これに限ら

ず，今資料として出されていますのはその当時のことをされていると思うんです

けども，今後出される資料等について，その当時もそういう認識があったのかど

うか，正確にはお答えできないかも，分析できないかもしれませんけども，そう

いうふうなことも意識されていたのかどうかというのを確認したいです。 

【新川】 この点は，事務局，よろしくお願いいたします。 

【事務局】 いわゆる同和対策事業ということで，教育の重要性にかんがみて，これまで

からもずっと制度を構築して展開もしてまいりましたし，この昭和５７年時点に

おいても，あるいはそれ以前からも含めて，いわゆる全市との比較といいますか，
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格差があるかどうかというのについては認識した上で施策を展開してきたという

ことになります。 

【長谷川】 そういう意味では，ずっとされているということですね。 

【事務局】 そうです。 

【長谷川】 わかりました。 

【新川】 そのほか，いかがでございましょうか。 

 どうぞ，山本委員さん。どうぞマイクをお使いください。 

【山本】 京都市の５８年，５９年度からの対応とか，それから平成１３年度の対応を見

ていますと，他の都道府県，つまり資料でいくと１の右側に全市と同和地区との

高校進学率のこういうデータがございますね。京都と例えば大阪であるとか，他

の自治体とのこういう数字みたいなことは何か参考になさったのか，そういうも

のがあったのかどうかも含めてちょっとお伺いしたい。 

【新川】 それぞれの段階での全国の動向，各自治体の動向についてはいかがだったんで

しょうか。事務局，ご承知の範囲内で。 

【事務局】 ちょっと当時の状況ということで，わかりかねる部分もあるんですけれども，

恐らくこういったいわゆる同和地区と全市との比較の数字，これについては他都

市が基本的にはオープンにはしてなかったというふうに聞いておりますので，当

時，京都と大阪を比べてどうやったかとか，そういう比較は特にとれてなかった

というふうに考えております。 

【新川】 この援助金の制度，類似のものが全国各地で行われていたというふうに認識し

てよろしいんでしょうか。 

【事務局】 その点もちょっと全てオープンにされている情報ではないので，全て把握で

きているというわけではないんですけれども，幾つかの自治体では実施されてい

たようには聞いてございます。 

【新川】 ありがとうございました。 

 そのほか，いかがでございましょうか。 

 安保委員さん，どうぞ。 

【安保】 判決等でも出てこないのでお伺いしたいんですけども，昭和５８年に自立促進

援助金支給要綱とともに返還債務の免除条例というのを制定されて，それが運用

を５９年に開始されている。奨学金債務免除条例というのは，実際には運用され
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ていないというか，実際にそれを適用されたことはないんですか。 

【新川】 事務局，よろしくお願いします。 

【事務局】 免除条例につきましては，奨学金制度自身が国と市，ご存じのとおり２種類

ありますので，国分について免除を行っているということでございます。市制度

については免除はございませんので，自立促進援助金での対応ということでござ

います。 

【新川】 よろしいでしょうか。 

 従来の自立促進援助金制度の経過ということについて，少しご質問等をいただ

きましたけれども，ともかく国が給付制度から貸与制度に変えた昭和５７年の改

正以降も，京都市としては給付が必要であるというご判断から，給付制度を維持

するという決定をされたということであります。 

 あわせて，国の制度が貸与制度に変わりましたので，国からの資金というのを

当然，京都市としては受けて同和対策を進めていくということも，これも法令上

は当然のことでございましたので，それを受けるということで貸付制度が形の上

では入ってくるということになりました。しかし，それに対しては，やはり援助

金制度をもって給付の仕組みというのを維持していく，もともとの給付の考え方

というのを維持していくということで，今日に至っていたということであります。 

 もちろんそれぞれの段階での考え方というのは，それなりの時々の社会経済事

情のもとで，こういう制度を採用せざるを得なかったということがありますが，

翻って今の時点から見たときに，その後の昭和５７年以降あるいは平成１３年以

降の社会経済情勢の変化の中で，この給付制度，実質給付制という意味ですが，

それが維持をされてきていたということについて，やはり考えなければならない

というのがあろうかということでございます。 

 そのあたりを踏まえて，これから具体的に，それでは，この自立促進援助金制

度の見直しに関連いたしまして，既に判決等々もいろいろと出されている，こう

いう問題について，終結後の行政の在り方として，当総点検委員会としてどう考

えていくのかということについて，少しご議論をいただきたいというふうに思っ

ておりますが，そういう進め方でよろしゅうございますでしょうか。 

 また，経過のところにつきましては，これからの法的課題の整理等研究会の議

論をさせていただくときにも改めて参考にしながらご議論をしていただかざるを
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得ないかというふうに思っておりますので，これも議論，また行ったり来たりし

ながらになるかもしれませんが，また戻っていろいろ理解を深めていくという形

で進めていければというふうに考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

 それでは，本日の２つ目の議題になりますが，自立促進援助金制度の見直しと

いうことにつきまして，第１回の研究会での議論の説明をさせていただきたいと

いうふうに考えております。 

 第１回の自立促進援助金制度の見直しに係る法的課題整理等研究会では，当面，

京都市として，この奨学金及び援助金制度に関わりまして，３つの論点というの

を主に検討させていただきました。その主要な論点につきましては，お手元資料

の３のところに出てございますので，資料３を参考にしていただきながら話を聞

いていただければというふうに思っております。 

 恐縮ですが，私のほうで第１回の研究会のおおよその論点をご紹介させていた

だき，研究会メンバーでいらっしゃいます安保先生，中坊先生から補足をいただ

くという形で，まずは報告をさせていただきたいというふうに思います。その後，

委員の皆様方と討論をさせていただければと，こんなふうに考えてございます。 

 この研究会で論点とさせていただきましたのは，お手元資料３に大きく１，２，

３というふうに，法的検討課題①から③まで書いてございます，この論点でござ

いました。 

 １つは，京都市と同和奨学金貸与者の間の債権債務関係及び返還請求権の有無

についてということでございます。今回の議論の重要な論点の１つは，先ほども

経過の説明でございましたように，貸与制度，もともとは給付制度，差し上げる

制度であったものが，お貸しする制度に途中で変わった。しかし，京都市として

は，貸付の制度についてもその返還に相当するお金を援助するという形で，実質

給付の仕組みを維持してこられたということがございました。 

 さて，この奨学金というのは，貸付制度に変わった後も貸付というふうに考え

ていいのか，あるいは実質給付なので差し上げている制度ですので，貸付には当

たらないのかという，これが１つ，大きな論点でございます。 

 それから，大きな２つ目は，仮に貸付に当たるというふうに考えた場合に，貸

し付けたわけですから，その返還を請求する場合に，従来は実質皆さん方に給付

をする。それから，その後は少し改正が加わりまして，比較的緩やかな形での所
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得制限をかけて，一定所得以上の方については返還をいただく，こういう仕組み

に変わったわけでございますけれども，そういう所得というのを，実際に判定を

する対象の方を増やす，その所得判定をする範囲，ごく最近，所得判定をするよ

うになってきた，そういう貸付制度に変わったわけでありますが，その範囲を広

げることができるか，それ以前の方に対象を広げることができるかどうかという

のが２つ目の大きな論点でございました。 

 そして，３つ目の論点は，今度は所得制限の基準というものをもっと厳しく，

いわば返還をいただく人たちの範囲を広げるということができるかどうかという

ことでありました。 

 ２番目の所得判定を実施すべき対象者の範囲ということについては，実は裁判

所の判決で，所得制限を一定かける，その対象になる方の範囲を広げていないと

いうことについて，違法であるという判決が既に大阪高裁では確定をしており，

そして京都地裁でも同様の判断が第３次訴訟ではございました。 

 それから，３番目の現行基準より厳しい基準に改めるということについては，

当京都市の監査委員からのご意見として，やはり現在の基準については非常に所

得制限として厳格さに欠けるということで，もっと厳しい基準をというご意見を

いただいているところであります。それに対応して，現行基準より厳しい基準に

改めることができるかどうかということについて，研究会としても議論をさせて

いただいたところであります。 

 研究会でのこういう問題についての検討の経過の中で出た主な意見をご紹介さ

せていただきたいというふうに思います。 

 まず，１番目の京都市と同和奨学金貸与者の間に債権債務関係，それから返還

請求権の有無ということがどう考えられるのかということについてです。この債

権債務関係，それから債権と債務の関係があれば返還の請求権も成り立つという

ことになるのですけれども，この同和奨学金の貸付ということと，それからその

返還に当たっての自立促進援助金制度ということについては，先ほどの事務局の

ご説明にもありましたように，従来から実質的に一体の制度，いわばお貸しはす

るけれども，返すときにはちゃんとそれに相応する援助金で賄いますので実質給

付の制度ですと，そういう運用がされてきたということは明らかでございます。 

 しかし，法的に見れば，あくまでも貸付の手続がとられ，そして改めて援助金
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の支給の手続がとられているということからいたしますと，この２つの制度は基

本的には別物であるというのが研究会での法的な観点からの結論でございました。

したがって，奨学金制度が貸与制度である以上は，法的には債権債務の関係とい

うのが存在すると考えざるを得ないということで，そして貸し借りの関係という

のがある以上は，貸した側には返還を求める返還請求権があるということを結論

せざるを得ないのではないかというのが，まずは研究会での基本的な理解でござ

いました。 

 しかし，もう既に委員の皆様方もお気づきのとおり，実は京都市の運用は，こ

の貸付と，それからその返還時の援助金による給付への実質転換ということは，

京都市の基本的な考え方にもありましたし，実務上の運用にもあった。そして，

加えて，実際に貸付を受けた方々，ご本人もそういうふうに考えておられた，京

都市の運用を信じておられたという側面がどうもありそうだというのが研究会で

の強い印象として残ってございます。 

 そういう貸付を受けた方々の考え方，感じ方といったようなことをどう考えて

いくのか。市の言葉を信頼して，いわば貸付ではなくて給付として考えておられ

たという実態があるとすれば，やはりそれはそれとして配慮しなければならない

というのが研究会としての重要な論点だという認識でございました。 

 ２番目の論点，返還請求に係る所得判定を実施すべき対象の方々の範囲を拡大

するということが法的にできるかどうかということでございます。実は，この点

につきましては，対象の方を広げていないことが京都市の判断として違法である

ということが裁判で明らかにされ，その判決が確定をしているということがござ

いました。したがって，この違法な状態は何とか回避をしないといけないという

のが，やはり法令遵守をまずは第一の基本にした行政の在り方としては当然かと

いうふうにも考えております。この判決に沿った対応をせざるを得ないのではな

いかということであります。 

 そのためには，高裁判決のありました１３年度，または京都地裁判決のござい

ました１４年度以降の新規の支給者については，やはり所得判定の対象として考

えていかなければならないのではないか。そうしないと，これらの一連の判決と

抵触をする，法的には違法な状態になる可能性があるというふうに考えておりま

す。 
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 ただし，委員会での議論の中では，仮に法的にはそうだとしても，現実に受給

者の方々の信頼という問題や，それから平成１３年，平成１４年で１つの基準の

時点を設けて，その前後で改めて返還を求める対象者の範囲を見直してしまうと

いうことは，その前後でもらっていた方々の間に大きな不平等を生む可能性もあ

る。信頼の問題と不平等の問題というのをどういうふうに考えていくのかという

ことについて，議論がございました。もちろん，どこかの時点で切らないといけ

ないので，不平等の問題は法的に見てもやむを得ないのではないかというご意見

も研究会ではございました。 

 ３つ目の所得判定基準を，言ってみれば現行は，おおよそですが，所得でいい

ますと９００万円ぐらいが１つ，基準になっていたかと思いますけれども，これ

を国基準でいいますと生活保護世帯の所得基準の１.５倍程度。これは，実際の家

族構成員数等によって違いますので何とも言えませんが，恐らく現在の基準の半

分ぐらいの金額になるのではないかというふうに考えてございます。 

 そういう基準に改めるようなことができるのかどうかということについて，仮

に返還請求し，また遡って対象者を広げて返還を求める，さらにはこうした所得

判定基準をより厳しい基準にしていく，こういうことができるのかどうかという

ことについて議論をさせていただいたわけであります。 

 この点については，実はこれまでのところ，所得基準については現行奨学金の

貸与基準，日本育英会，それから現在は学生支援機構という名前になっておりま

すが，こちらの奨学金貸与基準を準用した基準か，もしくは国の奨学金の返還の

免除基準か，この二通りしかございません。研究会では，この二通りだけで本当

に判断できるのかどうか，他に基準がないのかということがまず１つ，問題にな

りました。 

 それから，現在の京都市の基準，平成１６年に定められた基準でございますけ

れども，これは日本育英会，現在は学生支援機構の奨学金貸与基準でございます

けれども，この基準からもしも現在の国の奨学金の返還基準，つまり生活保護世

帯の１.５倍程度というような基準にした場合に，実はこれまで貸付を受けていた

方々に対して非常に厳しい範囲の拡大ということになる，そういう可能性もある

ということで，従来から問題にしておりましたような信頼関係，行政と，それか

ら貸付を受けた方との信頼関係というのをどう考えるのかということが改めて問
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題になってくるということでございました。 

 なお，この３番目の論点につきましては，もちろん社会的にはいろいろとご批

判いただいておりますが，公式には監査委員の意見あるいは要望という形でご意

見をいただいたということでございます。 

 以上，第１回の研究会での論点について，少し長々とお話をさせていただくこ

とになってしまいましたが，まだそれでも議論の中身からすると語り尽くしたと

も思っておりません。安保委員，それから中坊委員からも少し補足をいただけれ

ばと思いますが，いかがでございましょうか。 

【安保】 今，委員長から検討結果について丁寧にご説明いただいたので，特に付け加え

ることはないですけども，本件に関しては確定した判決で違法だというふうに，

行政の裁量というのは非常に広い裁量が認められているところについて，裁量権

を逸脱している，違法であるというふうに判決をされておりますので，それは見

直さなければいけない。ただ，それを超えて市民の理解が得られるような，適法，

違法の問題ではなくて，さらに市民の感覚から見たら妥当かどうかというところ

の判断をどうするかという問題だというふうに思います。 

 １番の法的検討のところの債権債務関係については，どう考えても別制度であ

りますので，債権債務関係があるということは言わざるを得ないと思うんですが，

一方，貸付を受けられた方への行政の説明，それからこれまでの運用に対する信

頼を保護する必要があるかどうかというところは，ここには一定保護する必要が

あるというふうに，なかなか結論が出ないところで，どの程度それを保護すべき

なのか。判決は，違法だというふうに判断したところについての信頼については

保護する必要はないというふうに，地裁判決とか，言い切っておられます。じゃ，

それを超えて保護するかどうかについては，いわゆる市民感覚での判断になると

思いますので，そこのところを委員の先生方にご議論いただく必要があるのでは

ないかと思います。 

 それから，検討課題の２番目のところの，対象範囲を拡大することでどういう

不合理があるかなんですけども，判決は，新規に援助を受けた者に対して所得判

定を行わないことについて違法だと。なぜ新規にということになっているかなん

ですけども，先ほど京都市からも説明があったように，新規に受けるときに説明

をされて，援助金の申請の書類の交付とかを受けているんです。ですので，最初



 －16－ 

に貸与を受けられて，貸与が終わって，これから返還が始まるというときに，援

助金の支給についてどうするかということで，申請されることについての説明を

行政のほうがしていると。ですので，新規の段階から，そのときに結局説明がで

きたはずだということで，新規にということになっています。 

 そうすると，例えば平成１１年に高校を卒業されて進学をしない方は，結局平

成１２年から返済が始まっていますので，この所得判定の対象にならないので一

律に受けると。ただ，大学進学されると平成１３年以降になるので，所得の判定

を受けることになって，援助金の支給を受けない場合があるのではないかという

ふうなことで，不平等ではないかということなんですけど，それについては一定

の時期を切った場合に，その前後で適用がされるされないというのがあるのは，

もう時期を切る以上仕方がないということと，大学に進学されたという事情が違

う事情ですので，それを不平等と言うかどうかについては，一律には考えること

ができないのではないかというところです。 

 それから，３番目のところについては，この結論がきちんと出ていないんです

が，基準が今のところ育英会の基準と国の免除基準，２つしかないので，その基

準だけで判断していいのかどうかというところが，研究会では材料が少な過ぎた

のでなかなか検討ができなかったということで，こういう結論になっています。 

【新川】 ありがとうございました。 

 中坊先生，いかがでしょうか。 

【中坊】 大体今までで全部説明できていると思うんですけども，この法的検討課題の１

のところで，検討の理由というところが，ちょっと一般的に見ればわかりにくい。

判決があったからといって貸与者との債権債務の有無ということとは関係ないと

いう考え方もあるということで，この問題提起がされておるんですけれども，こ

れは私個人の見解としては，今回の裁判が起こるのが住民訴訟という法的な形を

とっている。すなわち，それを裁決した市長の責任を問うという問題提起として

なっておるだけでありまして，そういう裁判の形式で，市長の決裁がおかしいと

いうことに対する住民側の問題提起ということで裁判になっている。 

 そして，裁判では，要するに，この援助金というものも基本的に地方自治法に

言う補助金に該当すると。補助金というものは，また地方自治法に基づいて，最

小の費用で最大の効果を得るべくやらないといけない。公的なお金である以上，
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補助というのは公益の必要性があるときに行われる。公益の必要性というものを

どう考えるか。そして，また最小の費用で最大の効果。そういう視点からして，

市長については相当の裁量権というのがあるんだけれども，本件は裁量の範囲を

極めて逸脱しておるという判断を受けておるわけでありました。 

 それほど異常だというふうに見られておるわけですから，私に言わせたら，も

う少し京都市側の奨学金あるいは援助金に関するやり方というのは，やはり客観

的に見れば相当の批判を受けなければいけない状況下にある。例えば，私個人と

しては，援助金の要綱にしても，援助金というのは本来，基本的には奨学金を返

すときに初めて問題になってくる。返すときに返す能力があるかないかというと

ころで，援助金を出して返還を助けるという援助金であるべきなんですけども，

貸すときから既に返さなくてもいいんですよということは，あくまで公的な形と

しても異常なことではないかというふうに思われるわけでありまして，そういう

視点からすれば，こういう判決が出てくるような結論もそうだし，まさに市民感

情としてもこういう問題について，やはり明確に処置する。 

 僕は，別に法的に裁判が出ているからそうという意味じゃなしに，私個人も判

決を読んでみても，やはりこれはちょっと市のやり方はひどいなというふうに見

られる。その時点における，非常に再三，先ほどからも委員長のほうから信頼と

言われていますけれども，信頼というのは正しい信頼でありまして，そういうち

ょっと違法な取扱いをしているということに対する信頼というのは，本来保護に

値しない。保護しないだけじゃなしに，一般市民としてもそれでは許せないとい

うことになってくるんじゃないかと思うので，そういう点は私個人としては，や

はり冷静に客観的に見ないといけないと思うんです。 

 しかし，同時に，援助金制度そのものが，それじゃ基本的に悪かったのかとい

うところまでなってくると，また援助金制度を出発したときの地区の実態あるい

は進学の問題等を考えれば，やはりそういうことになってくる。一応判決の出て

いる，判定基準というものを設けて判断するという形が，本件については落ちつ

く先のものではないか。まさに問題は，どの程度の判定基準にするのかというこ

とが我々の検討委員会の中心課題になっていくのではないか。 

 もちろんそこでは，今言いましたように，法的には冷静に見たら除外というこ

とになるんですけれども，しかし，市の説明を信頼してきたこともまた事実でし
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ょうし，そういうことにつけて，突然こういう杓子定規にさっと決めるのも，や

っぱりそこのところはある。 

 だから，所得判定基準というものをどうつくってくるのか。それから，不平等

が発生してきますから，そこらあたりを具体的にどのように少しでも緩和すると

いうことを考えていくのが筋合いではないかと。基本的にはそういうような考え

方で，この間の研究会で私たちは議論をしておったと，このように思います。 

【新川】 どうもありがとうございました。 

 ただいまの各委員からの研究会での議論の様子，少しご理解を深めていただけ

たのではないかと思います。単に法律論だけではなくて，制度を運用していた側，

市がどうだったのか。それから，そういうやり方に対して，この奨学金を貸付を

受けていた方々がどうだったのか。そして，もう一方では，そうした市政の運営

や，あるいは貸付を受けている実態，給付を受けている実態をご覧になった一般

市民の方々がどういうふうに考えられるのか。過去，現在，長い時間がたってい

るわけですけれども，その中でもそれぞれにどうだったのか，そういうことを踏

まえた上で，単に法律上の議論だけではなくて，この問題を多面的に考えていく

必要がある。そういう点については，研究会でも議論をしてきたところでありま

した。 

 しかし，もう一方では，基本的な判断のよりどころとしての法的な処理という

ことは当然考えなければならないこともございまして，そこのところをこれから

私たちとしてどういう方向で考えていったらいいのか，総点検委員会の委員の皆

様方からもそれぞれのご専門分野，あるいはそれぞれの市民としての感覚，その

あたりからの意見をいただいてまいれればというふうに思っておりますので，よ

ろしくお願いいたします。 

 ご質問等も含めまして，どうぞご自由にご発言をいただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 どうぞ，山本委員。 

【山本】 法的なことはほとんどわからないんですけれども，印象も交えて個人的な見解

というか，考えなんですけれども。 

 １の検討結果のところにも書いてありますように，同和奨学金制度と自立促進

援助金制度とは，僕は全く別の制度だろうというふうに思うんです。今，中坊先
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生も言われましたように，補助金ですよね。ある種のこれの経緯と，現在置かれ

ている状況と，それからもう１つ，これから先のことを考えなきゃいけないと思

うんですが，やっぱりここで自立促進援助金制度は，言葉上の意味からいっても

補助金の制度というふうにはっきり見極めて，過去の在り方としては，貸与され

たものを返還しなくてよろしい，そのための制度ですよみたいな説明をしてきた

わけですから，それはそれなりの決着というか，この理由はつけなきゃいけない

にしても，現下の社会的な状況の中で，いわゆる自立促進援助金という補助金制

度がどうあるべきかと。 

 あるいは，これから先，まだ何年かこの問題は続いていくわけですね。そうい

う中で，そのまま援助金制度を考え方としても過去を引きずったまま持っていく

のか，ここで改めて考え方をきっちり整理して，本来あるべき援助金制度の在り

方ということと貸与したお金の返還とは切り離して考えていかなければいけない

んじゃないかなという気がするんです。 

 そのときに，やっぱりここにも書かれています債権債務関係があるにしても，

そういう説明をずっと続けてきたという事実というか実態があるわけですから，

その点のところの保護といいますか，それは考えていかなきゃいけないし，この

ままずるずるこんな形で，市民が見てもよくわからない，非常に何か窮余の一策

みたいな感じがしてしようがないです。 

 そういうことがそのまま引きずっていってしまえば，やっぱり市民レベルでは

わからないし，理解が得られないんじゃないかというふうに思いますので，本来

こうあるべきだったというところへ立ち返って，過去の経緯は経緯として考えな

きゃいけないんですけれども，将来的に動いていかないと，いつまでたってもな

かなか難しいまま引きずっていってしまうんじゃないかなという，これは本当に，

申し訳ない，感想的なことですけれど。 

【新川】 いえ，大事なご意見をいただきました。どうもありがとうございました。 

 どうぞ，長谷川委員さん。 

【長谷川】 私も感想になるかもしれませんけども，今回の場合，結果としての法的な責

任の部分なんかは，あるということは間違いないと思うんですけども，ただ，よ

くビジネスの世界で，私もバブル時代からいろんな提案業務とかさせてもらった

んですけども，その中には自分がビジネスとして，ある顧客にある商品を提案し
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たときに，ビジネスという得する側面があって，バブルがはじけて，そういうこ

とじゃなくなって損害を与えたようなケースがあるんですけども，そういう場合

は一方的に責任を問われるというのがあってもしようがないと思うんですけども，

この場合は例えば市がしたことについては，確かに説明の責任の部分は逃れられ

ないとは思うんですけども，非常に善意というんですか，相手のことを思って，

何も得するとか，そういうことじゃないという部分ももうちょっと入れてもいい

のかなというふうに思いますけど。 

【新川】 ありがとうございました。 

 先ほど来，少し市の側の判断，裁判では裁量権の逸脱ということになっている

わけですが，逆に市の側の事情というのももう少し考慮をした議論をしてもいい

のではないかと，そういうご意見もいただいております。 

 そのほか，いかがでしょうか。 

 どうぞ，細田委員さん。 

【細田】 これ，ずっと見ていますと，やっぱり過去の歴史の中で，確かに奨学金なり自

立促進援助金が出たことによって進学率はかなり上がったということに対する１

つの評価は，僕はやるべきだというふうに思っています。 

 しかし，一方で，平成１３年までの資料はこの間から見せていただいています

けど，ただ，地域改善対策奨学金等のしおりで，やはり貸付金の返済に当たって

は，返済免除制度の活用や自立促進援助事業の実施により，奨学金の貸与を受け

た部分に負担がかからないようにしますという，京都市が出している文書もあり

ますので，そういう京都市の対応はどうかということが１つ，考えなくてはなら

ないというふうに思います。 

 ただ，現実に今，それでは平成１２年にいろいろ調査された中から，現在，平

成２０年ですから８年たっている中で，高校進学率，大学進学率はどういうふう

に変わってきているか。そこに本当に奨学金なり自立促進援助金に効果があった

のかなかったのか，そこら辺をきちんと認識しとかなあかんのではないかなとい

うふうに思います。 

 それで，あとは，やっぱり判決が出た後になると思いますけど，所得判定とい

うのをどこに持っていくかというのは，ある程度の方向性は出していかざるを得

ないなというふうには感じます。 
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【新川】 ありがとうございました。 

 特に１３年以降の実態ということも考える。制度自体はもう終結をしてしまっ

ておりますので，あとは援助金の給付を今後どうしていくかということが中心に

なるわけでありますが，逆にその中で実際にこれがお役に立っているのかどうか

という判断も必要だということはあろうかというふうに思っております。 

 加えて，少しこれは研究会でも議論になった点なんですけれども，実はこれま

での事務局のご説明にもありましたように，平成１９年，２０年と援助金制度を

実質的に停止しております。１９年度は予算化をしましたが執行せず，２０年度

は予算にも載っていない，そういう実態がございます。 

 ある意味では，何も処理をしないでこの２年間，言ってみれば不作為を続けて

いるという状態でございます。これ自体も返還請求をどうするかということを含

めて，実は早急に解消をしなければならない状態。ひょっとすると，行政として

行動しないということについて責任が問われるような，そういう事態も考えられ

て，研究会でもできるだけ早くに方針を決定してアクションを起こすようにとい

うようなご意見もいただいていたところであります。 

 その意味でも，早急に実情も踏まえつつ，検討結果，方針を出していきたいと

いうふうに私自身は感じているところもございました。少し余計なところにも入

り過ぎたかもしれませんが，そういうこともございましたのでご紹介をさせてい

ただきます。 

 そのほか，いかがでございましょうか。 

 どうぞ，リム先生，よろしくお願いします。 

【リム】 私，先ほど中坊先生がご指摘されましたように，法的な問題となるけれども，

一方で市民感情として普通に考えたときどうかということをずっと私も考えてお

りました。そういう意味で，一市民としてこの問題を考えるに当たって，総点検

委員会でありながら，この問題に関して，ここに出ているデータは点検のしよう

のないデータしか出てない。 

 つまりどういうことかというと，進学率が平均的にどう向上してきたかとか，

そういう漠然とした比率のデータはあるんですけれども，実際に自立促進援助金

制度というものができて，実質，今，停止している状態までの間，何件，幾ら。

実際にこれによって，本当にこれをもらえることによって助かった人，実際にも
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らった人たちはどういう属性なのかとか，それが出てこないと，対象者全員，つ

まり対象者の姿が見えないんですね，この支援を受ける側の。 

 その対象者は，恐らく一律ではなくて，私は本当に生活保護世帯であるとか，

母子家庭の方で兄弟も多くて，この援助金があったから学校に行けたとか，そう

いうところに関しては，私個人は一市民として，法的にどうかはちょっと置いて

おいて，それなりの意味があったというふうに認識できるけれども，仮にそうで

ない場合では，そういった人には，返す努力をしてください，そういう経済的な

余裕があるのであればということは当然言っていくべきだと思うんですけれども，

そういうデータはなぜ出ないのかということを事務局に質問したいと思います。 

 それと，このぐらいの規模になってくると，結局行政が責任を問われているわ

けなんですけれども，先ほど中坊先生がご指摘されましたけれども，恐らく相当

批判を浴びなきゃいけない。多分，どういう結論に対しても批判は出てくると思

うんですけど，結局行政としてはどういう解決策ということを，一通りでなくて

もいいと思います。二通りでも三通りでも考えられる選択肢というものが，どう

いったものがあるのかということぐらいは行政として事務局が出してもらわない

と，恐らく我々，非常に実態が見えない状況で幾ら議論しても，効果的な，それ

こそ市民に納得のいく結論をこの委員会で出したというふうには言えなくなるん

じゃないかと思うんですけれども，その辺，いかがでしょうか。 

【新川】 ありがとうございました。 

 少し行政の側でデータ的にお持ちのところ，先ほど細田委員からも少しござい

ましたけれども，この貸付金あるいは援助金の成果のようなところで，個人デー

タですし，また従来から差別の問題との関わりで，データそのものの収集や，あ

るいは公表そのものを厳しく抑制をしてきたという経過がありますけれども，こ

ういう面について，もし把握をしておられるところがあれば，そういう把握をす

ること自体が違法かもしれないという問題はあるかもしれませんけれども，おわ

かりになる範囲でいただければと思います。 

 また，もう１点，重要だなと思ったのは，リム先生から，行政としてはどうし

たいんだろうかということで，多分それがなかなか決まらないので総点検委員会

かなというふうに思っているところがあるんですが，ともかく，もしおつもりが

あればというか，今のところ何を考えておられるのかというのがあれば，少し事
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務局側からもお話をいただけるとありがたいですが，いかがでしょうか。よろし

くお願いします。 

【事務局】 まず，進学率等のデータを提示させていただいておるんですけれども，これ

はいわゆる奨学金制度と自立促進援助金制度をちょっと分けて考えていただく必

要があるかなと。あくまでもここで提示しております進学率のデータというのは，

学校に進学するに当たってどうかという部分で，いわゆる奨学金制度を今後も続

けるのか，あるいは効果あるものなのかと，そういった部分で用いるデータであ

ろうというふうに考えておりまして，もう１つ，自立促進援助金の場合ですけれ

ども，これの見直しの議論のポイントは，やはり返還義務があり，かつ資力のあ

る者への給付をどうするかというとこら辺がこの委員会の中でもご議論いただく

ポイントとなっている部分でございまして，その判断に当たりましては，所得状

況等について，対象者ごとに個別に捕捉し，その返還請求の有無を検討する必要

があると。 

 それに応じたデータという意味でいいますと，奨学金受給者世帯の収入状況，

こういったものになるかと思います。これについては，一定，整理はしておりま

すので，ちょっとまた資料という形で整理してご報告させていただきたいという

ふうに思っております。 

 それと，もう１点の市としてのこの制度の今後の方向性といいますか，考え方

なんですけれども，委員長，言っていただいたように，我々も正直申し上げまし

て，これは検討課題の中でご説明させていただいたような問題点については苦慮

しておるというのが実態でございます。社会経済情勢が進展し，本人の資力や生

活改善が図られている中にあっては，貸与したものである以上，返還を求めるべ

きだということについてはそのとおりだろうというふうに考えておりますけれど

も，繰り返しになりますが，返還の必要なしとの説明を受けて奨学金を借り受け

た者に対しまして返還請求できるのかといったところについては，やはりなかな

か難しいのではないかなというような思いも持ってございます。 

 そういったことと，あるいは現段階では社会経済情勢の変化を客観的に示すも

のの１つとして，いわゆる法律，特別法の期限といいますか，そこら辺が１つの

メルクマール，判断基準になるのではないかなというふうにも考えてございます。

幾つか課題，問題点について，正直言うてなかなか答えというものが見出せない
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状態ではありますので，また事務局に持ち帰りまして，専門委員の先生方ともご

相談の上，再度整理してご提案させていただきたいというふうに考えております。 

【新川】 ありがとうございました。 

 細田委員，リム副委員長，よろしいでしょうか。 

 また具体的な奨学金の対象者の方々の実態ということについては，改めてデー

タをいただいてご議論をしていただければというふうに思っております。今日の

段階で，それぞれまたご意見を，あるいは疑問な点などをいただければというふ

うに思いますが，いかがでございましょうか。 

 山下委員。 

【山下】 失礼いたします。私自身も法律のことというよりも，一市民として参加をさせ

ていただいて，どう感じるのかというところを少しお話をさせていただきたいと

思います。 

 今，お話もありましたけれども，もちろん寄付といいますか，奨学金をいただ

くときに，返さなくていいよというお話でいただかれたということであるのであ

れば，もし急にその分を返してくださいと言われたときに，やはり同じ立場であ

れば，それは，そんな話はなかったということで，少しどうなのかなというとこ

ろがありますので，そういった感情も含めた上ではあるんですけれども，今現在，

お返しになっていらっしゃる方もいらっしゃるということはお聞きしております

ので，特に返せるか返せないか，返還できるかどうかというのは，やはりお一人

お一人の資力にかかってくると思います。 

 私自身が日本育英会の奨学金をいただいて学生時代を過ごしたということもご

ざいまして，卒業後にやはりそれに合った形で，今でもまだ返還をしているとこ

ろではありますので，その人に見合った内容でお返ししていただく努力はしてい

くべきではないのかなというふうには感じております。 

 それと，先ほど進学率等々のお話がありまして，特にいただく資料が，昭和４

０年から５０年代前半に関しましてはかなりの進学率のアップというところで，

確かに効果があったのかなということは資料を拝見して思うところではあるんで

すけども，その後の中退率等，あるいは，特に先ほど事務局の方のご説明にもあ

ったんですけども，行きたくない私立の学校に行かれているというところの話と

か，一般的に私立と公立であれば，私立のほうがお金がかかるというイメージが
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あるんですけれども，いろいろな事情があって進学先を決めていらっしゃるとい

う事情があるかと思うんですけども，やはり中退率というところに関しまして，

これの原因が資力，学費の継続が難しいというような状況で中退されるのか，あ

るいはいろいろな将来的なことを考えて中退されるのかというところの実態がま

だわかりませんので，なかなか中退率が高いというところで，せっかく奨学金と

いう形でお渡ししても，それがどれだけの効果があったのか。進学率は上がった

けども，結局そこを卒業されないという結果で終わっていれば，効果的な意味合

いが本当にあるのかなというところは一市民として感じるところであります。 

 それと，１点，ご質問なんですけども，１９年と２０年に自立促進援助金をス

トップされているということなんですが，これをストップされている間に，恐ら

く返さなかったら利息というんですか，例えばプラスアルファの金額が多分つい

てくるかと思うんですけども，こういったものに関しても，例えばもし２１年以

降，再開されるとか何かのときに，その負担はやっぱり京都市が負うことになる

んですかね。特にそういった，別にストップされていてもプラスアルファの金額

が発生するということはないんですかね。ちょっとその辺の，ストップはされて

いるけども，万が一再開をされるとなったときに，またかなりの負担が出てくる

ということであれば，早急にこれは本当に結論を出さないといけないことになる

かと思いますので，ちょっとご質問させていただきたいと思います。 

 以上です。 

【新川】 事務局，よろしいでしょうか。 

【事務局】 １９年度，２０年度はとめておりますけども，そもそもご議論いただいたよ

うに，返還請求できるかどうかというのがありますので，行政としては返還請求

をまだしておりませんので，当然，相手方には払うという状況がまず発生してな

いということもございますので，これも法的な検討が要りますけども，現段階で，

ある時点から利息がスタートしているということではないと考えております。 

【新川】 いわゆる延滞利息的なものが今の段階では発生していないという考え方でござ

います。返せということを言ってないという，そういう状況。 

 そのほか，いかがでございましょうか。 

 田多委員さん，どうぞ。よろしくお願いします。 

【田多】 個人的な感想なんですけれども，同和地区に住んでいる方に対して貸与されて
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いて，それが返すようになったんですね。そしたら，経済力があるから同和地区

から出ていかれた方が多いと，この資料を読んでいたらうかがえたんですけれど

も，返還の免除の基準以下であるとか，８７％とか，生活保護が全市では１.４％

が１７.１％と，１０何倍の経済力というんでしょうか。やはり大変困難しておら

れるという状況が，この資料を見ていたらうかがえるんですけれども，国がこう

いうふうに制度を変えましたと言われても，京都市は京都市の事情があると，そ

ういったことはできなかったものでしょうか。素人考えで，ちょっと恥ずかしい

んですけれども。 

【新川】 ありがとうございます。 

 むしろ京都市として独自にやってこられた結果が違法だったということかと思

いますが，少し事務局のほうから補足がありましたらお願いをしますが。 

【事務局】 奨学金制度そのものは，京都市独自で昭和３６年からやっておった部分でご

ざいまして，それを国に訴えて，国のほうでも制度化してもらったと，そういう

経緯の中，そしてまた，事業として見たときに，３分の２は国からの補助を受け

てやっておったということで，そういったことで成り立っておったという状況で

ございます。 

【新川】 田多委員さん，よろしいですか。 

 京都市としては，やはり独自にやる必要があるということで，これまでやって

こられていました。途中で国のほうのお考えもあって，国の制度が入り，そして

国のほうがさっさと撤退しちゃったということなんですが，もう一方では，京都

市としてはその間も当初の考え方どおりに続けてこられていたということがあり

まして，その間の事情を京都市としても国の仕組みを上手に使うということで，

ここまでやってこられていたということがありました。ですから，一応独自にき

ちんとやっておられるということはあろうかと思います。 

【田多】 そしたら，ほかの他都市はどうなんでしょうか。 

【新川】 そうですね。他の自治体でも幾つかはそういう独自の取組をしておられるとこ

ろはあると聞いております。同様に，京都市と同じように京都府でも援助金制度

について裁判が起こっておりまして，京都府でも同じような仕組みをとっておら

れるということがございます。 

【山本】 すみません。単純な質問，ちょっと１点。 
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【新川】 どうぞ。 

【山本】 今まで大阪高裁判決とか京都地裁とありますね。その中の説明のところに，新

規分に一律支給は違法と書いてある。その一律支給の部分だけですか，違法は。 

【新川】 そうです。 

【山本】 制度そのものはもう……。 

【新川】 ですから，援助金制度そのものがきちんと所得基準を設けて運用されていると

ころについては，それは合法だと。 

【山本】 合法になるんですか。一律の部分だけが違法で。 

【新川】 はい。 

【山本】 わかりました。ありがとうございました。 

【新川】 ですから，特に平成１６年ですか，市の基準が設けられて所得基準が入れられ

た，その１６年以降の基準について，判決文の中ではいろいろと議論があるので

すが，それ自体は違法だとは考えておられません。 

 どうぞ。 

【リム】 データについて，少し質問なんですけど，先ほどから出ていました進学率とか

でも，全市，同和と出ているのは，これは属人的なデータなのか属地的データな

のか。つまり，いわゆる部落差別を受けるという対象になってしまう者，そうい

った人たちの全体の進学率なのか，いわゆる同和地区内で閉じた話なのか。それ

から，もちろん自立促進援助金もどっちなのか，非常に素朴な質問ですけど，そ

れをお伺いしたい。 

 なぜそういうことを言うかといいますと，実は第２回委員会で，運動団体の方

でデータを出されまして，やっぱり同和地区に貧困世帯が多くてとか，いろいろ

言われますけれども，それはあくまでも地区というのであれば，つまり，これは

さっき田多委員がおっしゃったことと共通するんですけど，生活条件，自立でき

る条件ができて地区から出ていった人たちのことはどうカウントするのかと。 

 逆に言うと，これは同和地区だけじゃなくて公営住宅団地っていっぱいありま

す。そこは，やっぱり所得が少ない人が民間の家賃よりもより環境がよくて低家

賃のところに住めるということで絶対集まってくるわけじゃないですか。集中す

るわけじゃないですか。そのこと自体，私は非常に当たり前のことであって悪い

ことだと思ってないんですね。 
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 ですから，このデータがそもそもこの制度の，同和対策事業の効果をまともに

反映しているとなかなか言いづらいと思うんです。そういう意味で，要するに聞

きたいのは，属人的なデータと見ていらっしゃるのか，属地的なデータなのか，

そこはどうでしょう。 

【新川】 事務局，よろしくお願いします。 

【事務局】 進学率については，いわゆる属地でございます。地区の状況ということでご

ざいます。それと，自立促進援助金については，個々人の所得等のデータという

ことになりますので属人になるかと。先生の言っていただいたように，確かにこ

の間，同和対策事業等の展開の中で，田多委員もおっしゃられたように，一定，

資力のある方，あるいは中堅所得者層という方が地区外に多く転出されていると。

そういう実態の中での数字でございます。 

【新川】 よろしゅうございますでしょうか。 

 そのほか，いかがでございましょうか。 

 少し全体を通じてご意見をいただいてまいりましたけれども，まず３つの大き

な論点を最初にご紹介させていただきました。債権債務関係，それから返還請求

権ということについては，基本的にあるのではないかという認識は共有できたか

と思います。 

 ただし，この議論には，中坊先生からも少しありましたけれども，そもそもも

ともとこういう債権債務の有無という議論が本題なのではなくて，あくまでもこ

れは援助金の給付についての裁量権の逸脱という，京都市の援助金の支出につい

ての違法判断の一部としてこういう議論が出てきたのではないか，こういうご指

摘もいただいてございますが，ともかくいずれにいたしましても今回対象になっ

ている貸付金，それから給付金の体系の中で債権債務関係，返還請求権というの

があるということについて少しまとめて，その点についてご意見を，もしござい

ましたらいただければと思います。 

 なお，この点については，やはり貸付を受けた方との関係，あるいはその考え

方，お立場ということをどう考えるのかということも委員の方々から既にいろい

ろいただいてございますけれども，この点について，なおご意見等ございました

らいただいていければというふうに思います。 

 先ほど来，１つございましたのは，やはり実際に貸付を受けた方々の状況，そ
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してこの援助金そのものが持っている意味，意義，効用といったようなものを把

握した上でないと，改めて信頼の内容であるとか，あるいはこの援助金そのもの

の評価ということも下しにくいであろうというのが幾人かの先生方からのご意見

でもございました。これに関連いたしまして，もし加えてご意見があればいただ

きたいと思いますが，いかがでございましょうか。 

 どうぞ，山本委員さん。 

【山本】 何人かの方もご指摘されているんですけれども，提示されているデータがすご

く古過ぎますよね，あらゆる意味で。平成１３年以降のものってほとんどない。

この１３年以降というのは，非常にドラスチックに日本の社会状況が変わってき

ている現状があるわけです。特に，ここ数年はほとんど信じられないような格差

社会になってきている。その辺のことも含めて，もうちょっとやっぱり最新のデ

ータを何とか整理していただきたいと。それをある種の判断基準にしなきゃいけ

ないと思います。難しいとは思いますけれども，ぜひよろしくお願いします。 

【新川】 ありがとうございました。 

 やはり特に実際，この援助金問題を考えるときに，２０００年に入って以降の

受給対象者の方々の実情ということをきちんと踏まえた上で，改めて援助金制度

の在り方について，あるいは現時点での見直しということについて考え直してい

く必要があるだろう，この点は共通のご認識としていただけたのではないかと思

っております。 

 なかなかデータ的に何を有効と考えるのか，難しいところもございますけれど

も，この点については事務局に少し整理をお願いいたしまして，できれば一度専

門委員の方々に，まず研究会を開かせていただいて，少し議論をさせていただい

た上で，改めて当総点検委員会に資料を出していただきご議論をいただく，そん

な機会を持てればというふうに思っております。 

 この点も含めまして，そのほか何かご意見がございましたらお願いいたします。

事務局的には，そうしたデータの整理というのはいかがでございましょうか。 

【事務局】 まず，実態調査についてなんですけど，これは平成１２年度以降，行ってい

ないということなんですが，実態調査と申しますのは，いわゆる行政が課題解決

に向けて施策を的確に実施するため，対象を定めて実施するものでございます。

ご存じのとおり，本市では１４年度以降，特別施策を廃止し，一般施策によって
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全市域を対象に施策展開，課題解決を図っております。したがいまして，そうい

う意味で，対象エリアを旧同和地区に限定した実態調査というのは行っておらな

いということでございます。 

 ただ，そういった調査ではなく，各施策，課題ごとに必要な調査というのは，

広く市民を対象にして把握に努めているところでございますし，先ほどもご議論

ありましたように，例えば自立促進援助金の制度をどう考えるかといったときに

は，個人のデータという形での集約もしておりますので，その辺について整理し

ていきたいというふうに考えております。 

【新川】 その点につきましては次回までに，少し忙しくて恐縮ですが，整理方をよろし

くお願いいたしたいと思います。 

 そのほか，この第１の論点につきまして，債権債務関係，返還請求権，それか

ら貸付を受けられた方々の立場に関することで意見がございますでしょうか。 

 基本的には，債権債務関係，返還請求権，これは今後の法的な処理を考える上

では，これをなしにすると話にならないというか，出発できませんので，これは

一応あるということでまずは考えていただいて，もちろん後々，また全体をひっ

くり返す議論が出てきてもいいかと思っているんですが，今日の時点では基本的

にあるということで考えてというふうに思います。 

 ただし，一連の裁判等では，当然，皆様方もよくご理解のとおり，違法なのは

市長さん，あるいは市の判断が違法なのであって，個々の貸付を受けた方々の問

題について，特段議論がされているわけでも何でもないということがございます。

その点では，この貸付を受けた方々の問題というのはまた改めて，違法，適法と

は別に考えないといけないというふうに思います。 

 それから，２つ目の論点でございますが，返還請求に係る所得判定を実施すべ

き対象等の範囲の拡大ということについて，こちらのほうはいかがでございまし

ょうか。ここまでいただきましたご意見では，あまりこの点については議論が入

り切れませんでした。どちらかというと対象となった方々の現状というのをきち

んと押さえた上で，しかも債権債務関係というのがあるという前提。それから，

違法な状態を何とかしないといけないということについては，おおよそご意見を

いただいてきたわけでありますけれども，対象者の範囲を拡大するということに

ついて，違法状態を解消するためには最低限度，市の平成１６年度以降の基準に
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基づいて，１３年になるか１４年になるかわかりませんが，遡らなければならな

いということになる，そういう議論でございますが，ここのところについて，少

し今日の時点でご意見がございましたらいただければというふうに思いますが，

いかがでございましょうか。 

 特にこれ以上ご意見がございませんようでしたら，また次回以降，改めてこの

点について最終的な結論については，今日の段階で結論はちょっと難しかろうと。

第１の論点がしっかり細かいところ，固まっておりませんので，今日の時点では

大きな方向としては，やはり対象者の範囲を拡大することについてはやむを得な

いであろうという，一応研究会での議論をご紹介し，それについて特にご議論が

なかったということで，今日のところはおさめさせていただきたいと思います。 

 それから，３つ目の論点でございますけれども，所得判定基準，現行日本育英

会あるいは学生支援機構の基準よりも厳しい所得基準にするということについて

は，これはまさに今日ご議論いただいたとおり，実態ということと考え合わせて

もう一度考えるということのようでございますが，そういう理解でよろしゅうご

ざいますでしょうか。 

 特になければ，そういう理解で今日のところはおさめさせていただきたいとい

うふうに思います。 

 ここまでご議論をいただいたところで，改めて少し現実，実態というものを踏

まえた上で，もう一度その現実の上に立った法的な整理ということが必要であろ

うかというふうに考えております。今日のご議論をいただいた，そしてデータ的

にはまだ足りないところもありますので，新たなデータの提供も受けた上で，再

度法的な論点整理の研究会を開かせていただき，今日のご議論を受けた形での再

度の整理をさせていただきたいというふうに考えておりますが，そういう研究会

の開き方をさせていただいたのでよろしゅうございますでしょうか。 

（異議なし） 

 ありがとうございます。 

 それでは，また当総点検委員会では安保先生，それから中坊先生にご足労をお

かけいたしますけれども，再度研究会を開かせていただき，もう一度この援助金

制度についての改めての検討，今日の委員の皆様方のご意向も踏まえた検討を研

究会のほうでさせていただき，それに基づきまして次回，もう少し今回よりも具
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体的な研究会としての意見というものを報告させていただければと思います。そ

ういう方向で今日のところは取りまとめさせていただきたいと思いますが，よろ

しゅうございますでしょうか。 

 それでは，本日，予定をしておりました議事内容については，なかなか結論が

出ないところで恐縮でありますけれども，非常に重要な論点，ご指摘をいただい

たかと思います。これらを踏まえまして，改めて研究会として検討をし，また事

務局でも資料提供をいただきまして，次回の総点検委員会で委員の皆様方に再度

ご議論を，この援助金問題についてはお諮りをさせていただきたいというふうに

思います。ひとつよろしくお願いをいたします。 

 本日の議事のところにつきましては，以上にさせていただきます。 

 続きまして，その他という議題が３番目に上がってございますが，委員の皆様

方からもし何かございましたら。いかがでございましょうか。 

 特になければ，次回，もう１回，この総点検委員会としては援助金制度につい

てご議論をいただくという基本的な方向で進めてまいりたいというふうに思って

おりますので，よろしくお願いをいたします。 

 事務局のほうから何かございますでしょうか。 

【事務局】 それでは，事務局から今のお話を受けまして，スケジュールについて，この

場をおかりしまして簡単にご確認をさせていただきたいと思います。 

 今日，いろいろご提案いただきましたデータの整理，それから所得判定の対象

者の範囲をどうとるかというところにも関わってくると思っておりますけれども，

リム先生からご指摘のありました事務局としての案。まだ難しい状態ではござい

ますけれども，これまでの判決とか監査意見とかを踏まえまして，幾つかの条件

設定をして，こういう処理案が考えられるというものについては，早急に整理を

して専門委員会に諮らせていただきたいと思っております。 

 スケジュールでございますけれども，第１回のときに毎月第１・第３水曜日を

原則ということでお願いをしてまいりました。その考え方に従いまして，７月の

それぞれ第１・第３水曜日をめどに，個別に日程調整をさせていただいた上で７

月の前半に研究会，７月の後半に総点検委員会というスケジュールで調整をさせ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それと，補足ですけれども，本日，資料４として，特にご説明いたしませんで
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したが，ご意見をこれまで頂戴した分をおつけしてございます。内容的には，５

月２１日に開催しました第２回総点検委員会における傍聴された方からのご意見，

それから６月５日に開催いたしました研究会を傍聴された方からのご意見。その

他，直接私どものほうでお受けいたしましたＥメールによるご意見がございまし

たので，つけさせていただいております。よろしくお願いいたします。 

【新川】 以上，今後の進め方，それから諸方面からご意見をいただいてございます，そ

のご意見のご紹介等でございます。また，５月中にご依頼を申し上げておりまし

た意見については，既にお手元に届いておろうかと思います。これらにつきまし

て，何かご質問，また今後の進め方等につきまして，ご意見，ご要望などがござ

いましたらお願いしたいと思いますが。 

 今後の進め方等につきましては，おおよそよろしゅうございますでしょうか。 

 特にご異論がないようでございますので，次回以降の進め方については，先ほ

ど事務局からもいただきましたような形で進めていきたいというふうに思ってお

ります。また，７月前半には研究会を持ちまして論点整理を，そして後半には当

総点検委員会を開催いたしまして，少し具体的に援助金制度の今後の在り方，見

直しの方向についてご議論をいただければというふうに思っております。できれ

ば次のこの総点検委員会で援助金制度について，一定，方向が固まればいいなと

は思っておりますが，なかなか難しい問題ですので，次回，必ず結論を出すとい

うことではなく，議論が熟せばということで考えてまいりたいというふうに思っ

ておりますので，よろしくお願いをしたいと思います。 

 それでは，本日，予定をしておりました議題全て，皆様方のご協力によりまし

て無事終了することができました。 

 以上をもちまして，第３回の京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員

会を終了とさせていただきます。長い時間，ご協力をありがとうございました。

あわせて傍聴の皆様方，本当に長い時間，熱心に傍聴していただきましてありが

とうございました。改めて御礼申し上げます。 

 事務局のほうはよろしいですね。どうもご苦労さまでした。 

── 了 ── 


